
令和8年度　警報発令時における生徒の安全確保に係わる校内規定（災害発生時における対応）

　本校では、「大規模地震特別措置法」に基づく警戒宣言や、大規模地震の発生などの緊急災害時及び風水害等の
「警報発令時」に備え、生徒の安全確保対策を横浜市学校防災計画に基づき次のように定めています。
生徒の生命と安全確保のために、ご理解とご協力をお願いいたします。

横浜市内で「震度5強以上の地震」が発生した場合⇒原則、地震当日と翌日は　休　校　とする

【警戒宣言の発令について】
１．「警戒宣言」は、地震予知班の連絡を受け、総理

　　大臣が発令します。

２．「警戒宣言」は、ＴＶ・ラジオ・広報車・消防車・パトカ

　　ー・ヘリコプター・警報・サイレン等で伝達されます。

３．「警戒宣言」は、学校からは伝達されません。

４．「警戒宣言」が発令された場合は、休校となります。

５．警戒宣言が解除されるまで休校は続きます。

　　安全が確認され、登校の連絡が可能な場合は、

　　緊急連絡網で学校から連絡します。

【生徒の登下校について】
Ａ．午後２時に「暴風警報」･「大雪警報」又は「降灰

Ａ 　　予報」 が発令継続中の場合、臨時休校となります。

Ｂ．生徒の安全確保のために授業時間を繰り上げて

Ｃ 　　下校させる場合があります。

Ｃ．暴風雨や大雪の際、「警報」が発令されていない時

　　や解除された時でも、地域によっては生徒の安全を

　　考慮し登校を見合わせた方がよい場合もあります。

　　その判断は各家庭で行い、安全を確認した上で登校

〈警報対象地域〉 　　させてください。その際は、学校へ連絡してください。

○横浜市内 Ｂ Ｄ．その他の警報発令については、状況に応じて緊急

○神奈川県全域または 　　連絡を行う場合があります。

　 神奈川県東部
＊事故又は悪天候などにより横須賀線・東海道線及び

　市営地下鉄の3線が不通になった場合の対応

①午後４時の段階で3線ともに開通しない場合は

Ｃ 　 臨時休業とする。

Ｄ ②午後４時までに３線のいずれかが開通した場合は

　平常授業を行う。

＊交通機関に関わる措置は指定の３線のみに適用するものであって、相鉄線などその他の線には適用されない。↑

弾道ミサイル発射時の対応
登校前に神奈川県内にJアラートが発信  →  自宅待機  →  ミサイルが上空通過・領空外に落下  ⇒  原則として登校を再開

☆特別警報発令の場合

☆特別警報および◆風水害等の気象警報発令時の対応の仕方

◇大地震警戒宣言発令（発生）時の対応の仕方
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大地震発生時の対応の仕方
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「暴風警報」･「大雪警報」又は「降灰予報」
以外の警報が午後２時現在で発令された時

無理せず、安全を確
認してから登校する

天候の情報を得て、生徒を帰宅させ
た方がよいと判断した時

◆その他の警報の発令
（大雨・洪水） （自宅にいる場合）

午後２時現在で発令継続

（登下校中・登校後の場合）

（登下校中・登校後の場合）

◆暴風警報･大雪警報又
は降灰予報 発令の場合
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「暴風警報」･「大雪警報」又
は「降灰予報」 発令の時

２時の発令はないが、４時までに発令の可能性大
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